
2人称からの分科;にないて保持され 之、自称の人旬、簡が、

2人称と在りうる対称が現』てもつ人税、価;う;、 3人的、である。

2人称と左りえない対称の人称価が、 fドス為でお£。

ζのようないみでの非人称氏、人は、通常の仕方で出逢うととにできたい。ただ言語を介して、出

. . . 
1へめ、である。(~) 

(3) 

(4) 

*
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く言語〉派法理論 :
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逢うことができるたけである。

それき士、言三-コ主aみをその根底(1[事、いて支える

そうした宍庖人f.r. t!~造(丈、言語(て投影される。人称誌や人fヲf.~~1:もそうでるろうが、

てでなく 、言語の深j古代、

人称健造('iJ~j~ 作，弔と切 L・ 援す ζ とができたい、

ものである。

大 三 郎爪橋

との了解の図式が授りあてられる。たとえば、言語の指示作用心根誌を. . . . . 
乙れが言及可能性を保証してい る。

そこから必要なわたしの考えているのは、 ある特定の主主体系を所与として、法理論というとき、

人カ:自 己を言及可詑乏対符

としてつかむのも、 乙のよう左人称椛造を介してである。

・・ ・・・・.
人材、構造は、間身体的である、とい うのは、人は、そのと きどき の発話一受話の尚一況に応じて、

3人称の規定をうけとることを、了足してしまうか ら。

3人作の成立であり、左すものは、また、法の実ち的知識でもない。むしろ、一連の

どのような固有性と 必然、性とを帯びて存立してい

知誌をとりだそうとする法解釈学でもなければ、

社会事象のえとかでとりわけ法とよばれるも 0が、

つまり 、注とは乏にかを本質的に語る社会建設でるる。こう規定するるのかを明らかにする作業主

とにように、言

ある個体がまったく手左づけている世界認ぬの近凡である ζ とはできず、むしろ岱体の外lこ

あって、世界それ自体をかたちづくるような ものKみえる。

2人称、1人称、自分が、

三五，-十日・晶、

なら、法Ei!論の名に値する該論は、いまも殆ど見当ら在いといえよう。

そこでわたしは、法自に、く言語〉派社会学のプラン[モもとづぐ<言語〉派法理論をt1Ii.tI.1する。. .... 
く言語〉派社会学とは、社会現象の真正ot1介項として、まずく言語>1て注目するところからは• • • • じめる社会理論でるる。それゆえ、<言語>派法J!il論も、法現象がつねに言語行為と してあら われ

話発るよ
;-
，~ー手伝人仁』

E

4

ユJあらためてふまえ、それがどのように特尽な言語行為であるのかを突きとめざるをえない事実を、

っき'のようだ 一一人々がf!1f別的主:状況の国廷に対処するに際 して、ょうとした。その結論を言えば、

E;J0か、世界からいわば切出可能であかりに言語と世界とが互いK外在するならば(す左わち、法現ー共同利害(ないし社会規範 )を告知する言去を、非人称による発話として実現するところに、

すましていくとと KよP、世界l乞関する行きとどいた知ぷを手にするととができる、

ょう。たとえば、論理実証派は、 とのような立場 Kある。

文 Cperforma"tive 

ような言語と世界の捉え方であった。

かねるものではない。それらの外見を異なったものlてしているのは、法lて付随する諸現象』てすぎな• • • • • • したがって、 く言語〉派法建設は、族の本質拾を、人称構造ならびに執行概念の

上lて祭成する。それに対して、法の歴史的念塁民系列をその具体相lてお・いて論 じる場合には、 (統• . .、.. . . . 
治 )権力論、さらには(法)テキスト論をも、援用することに在る。

り、既にらる世界をたんVてうつしだすKすき乏いとする三:らは)、5'dUを正荏・厳密左ものにときわれわれのしる近代法校序であろうと、~の核心がある。 こ れは、 未聞を法形態であろうと、また、

とも見込まれ. . 
4字、行ζ つした考え方は妥当だろうか ?

sen ten ces ) f宅着目するAus t i nが反対 しようとしたのは、まさK、ζの

いとみるべきだ。

perlocutional actの 3層K分解してみせた。

は、②でるる。

事(③)にすっかり解消されて しまう なら、とりたてて言語K注目する謂れはないとと l乞なろう。

しかし、 約束や態度表明、判決など、一連のタイプの受話の存在は、その逆を示している。話行為

はそれ自身、社会関係を創りだしてい〈力をもっ、すなわち、言語は世界(土社会)の真の権成素

ac t ，② illocutional act，③ 

ζ とで、発話の執行的1.:性格を示しているの

もし話行為が、発音のための筋運動のたぐい(①)や、発言l宅付随する一連の出来

乙とばを喋るという行為を、① locutionaJAustinは、

‘とと

l旦構年か人

まず、社会V亡生きる各人がその心的領域にわけもっているはずの、人称構造を仮設しよう。人は• • • • 設 しも、社会V亡生みなとされるや、対人的情況を生きはじめるしかないのだが、それを、客観的な

• • • • • 人称的世界として了解にもたらす際の図式とでも言うべきものが、 この人称構造である。人称構造

なのだ。 一一ーとの帰結は、く言語>派社会学の主論点と、軌をーにしている。

どんな話行為も、それ自身がうみだす世界一

自らをは、身体性の分節対称化)/統合(=主自称、化)といった、基本的な心的権能のうえに、

ζ のように言語と世界とは切断できないのだか ら、組みたてる。

すべていわば回帰的 Crecursive ) VL、かかわってしまうはずだ。一発話ー受話の情況ーーに、そのっと.対称に配当
. . . 

一連の人称価を、1人称/2人材、/3人称/非人材、といった、人称熔造は、

の発話lては、その情況が認す人称情造が刻みとまれている。 Rossの試みる執行分析 Cperform-

analysis)は、 ζ うした事態を易Ij出する。 Rossは、生成意味論の立場から、す.べての

発話の深層 VCC一連の)抽象的た伝達動詞を含む親文を考えるよう、提案した。たとえば、 ..J ohn 
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のさ
dつ念公まかに言って、

現lモ対称化の焦点となっている人材、の人材、価が、

する。各人材、価は、

(I) 

1 ov e s Ma ry. "の意味得道は、{三ぽ次のようである(今井( 1975:232 ) ) : 

J oves Mary ) • 
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本稿は、昨秋まとめた「く言語〉派法理論:要綱」を圧縮し、骨子を略述したものですJ
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調俳



他方、詳の採用によって、法的言説の拠りどころをテキストの形で定在させるととが可能とな

った。文字の発生は、権力と切ってもされ左い。そのために、法テキストは、まず続治権力(者)

~む
・叫引

意味構造を ζのように設定すべき根拠Kはいろいろあるが、大切乏のはつぎの乙とである一一一役

その根底lτ、受話一受話の情ー況と人称偽造どうしても、に発話の意味を解明しようとする以上は、

の命令をその内容としたけれども、大切乏のは、法テキス 卜lモ書きとめられるものは何もそれに限

そして、法的言説の混泉を、統治権力からも外在するテキストの形lて指定したこと、

の2点である。法的言設の非人称性:亡、テキストという間身体的定在のたかに、その棲みかを見出

らたν、乙と、いったい、どんな発誌の意味?と造も、かならず 1人称

なかには、発話ー受話の個別の情況にう まく宕ー床できずl亡、通

とを見透さないわけにはいかたい ζ と。

乙とでわたしは、ひとつの奈問を呈する。

を受諾主体とするものだろうか?

しL，、d

主主叶
I~、・-、

わたしのみると常の人称矯造を剥落させてしまうよう左種類の発話が、あ るのではたかろうか?• • • • ζろ、法的言説たど:立、 ζ うした莞話の典型である。判事の言麦が判決でるりうるの法、定説め〈
それと相関する権力の形程、テキストの形態を書きれては、詰じられたい。権力!'L:三権力。、

またテキス卜操作にはそれなりの特買と制約があり、それらがひるがえってまた法のあり方をだ定

するからである。近代法も、権力とテキストと の交錯が編みあげた法の展開の 1極限形として、位
I人待、だとらが、その発話主体力;r彼本人であ Dえ乏い 」限りにむいてであろう。 ζ うした受話を、• • • • • • • • ざる非人材、l之よる発話として、一括してなら法的言設をまず特徴づけるのは、

置づけられる0

• • • ところで、近代法とは乏にか?
近代では、いかたる法もそのととどとくが〔原理的lて)変更可

官E左ものとみたされる。乙のよう左作為のねのもとにつかまれた法を、Luhma口口 氏ならって、ひ

とまず主主主とよぶととにしよう。近代法は、実定法の体系として組織されるにいたった。

ぇ、近代法は、それ以前の法('L較べて、さ乏がらある程の転倒を経たものの如くである。これを、

芸品451と称するととにする。法(まいまや(原則として)テキストの形で定在するから、法の

変更可能性は、テキストの告替え可能性をいみする。法はこうして、社会過程(たとえば、徳力 )

しかし、

法を雲きかえ・る権力のはたらきは、それ自身、当の法体系('Lてらして合法なものでなければたらた

い。かつては、権力がその否、意にもとづいてつぎつぎ法テキス卜を産出した(ようにみえた)のに

対し、今度は逆に、法テキストが権力それ自体をはじめてうみだすよう Kみえる。法テキス卜の効

力は、権力の織りなす状況から無線 Ccontext free)V亡、法的論理関係を通してだけ発現するも

ののようだ。とのような転倒が、法を、社会の切りはなされたー領域のようにしている。

人称構造l乞ほか左ら乏い。

・・ ・.
いわゆる「未開Jの社会であれば、どとも、必ずと言っていいほど、さまざまの活依や卜占の諸

• • • • • 形式[てよって充ち湾ちているのは、どうしてか? とれば、それらが原初的:士法の一段的左あ b方

である ζ とによる。 ζれら社会{てないても、その共同利害は、現[て各人のあいだにはたら〈相互拘

束としてるるにちがい左いが、その均衡をつき崩すよう左事態がなきた場合、危機{て瀕した秩序は、

補綴されねばなら乏い。ととlて「ととば」が必要と されている。しかし、五高利害のあり方は、個

体の恋意を超えているから、とれを通常の仕方で言表するわけにはいかない。恕{衣は、個体の心的・.. . 
喪失という代償によ って、発話主体を恋人材、化 し、{固と共同の矛盾(て対処する、@~主乏仕方である。

恐依lとみまわれる位体の言語的営為が、架空の発話ー受諾の情況に仮託され、非人称による発話(

す左わち、思依者なよび万人にとっての受話)として径殺される。 Cいわゆる「名、告げ」の類い。)

何か緊要な場面で共同利害が執行的危発話(法的言説)I'L表明されるため(1[1-;1、とのような虚構が

不可避である。言設が非人称性を獲得しているととろに、法的言説が人々を緊縛し訟なせる最終的

とのようた特異な

それゆ

に対して、ますます相対的左ものにしかすぎたく1;:....，たかのよう K、みえるかもしれない。

ーとう した近代法特有の前提が自明視され、それゆえ没却されると、問題はすべて、法テキスト の
といえよ~C'1.r根拠がある、

あるいは、法の論理をたどるととのなかKしか左いよう K、思われてくる。近代法学

一的左視野のうちに収める ζ とを企図する。近代民主制の錯綜 した手続き体系、そしてそれを支え

る膨大在法テキストは、法的言説の非人称性をあたうる限り外置したととるに、うみだされたもの

とのように考えてきてはじめて、法現象を正当K銀う法理論の基礎が固められた、

が ζ うした範囲の仕事をしている聞は、近代社会の 10 c a 1 k n ow 1 e d ge C原住民の知見)として

それなりの資料価値があるとしても、法理論としては、はなはだ底のi浅いものにとどまる。く言語

>派法理論は、権力、そしてとりわけテキストのあり様を解明することを通じて、法と社会とを筑

と言え

解釈手続き、

である。

倒

とのように靖きだされた原初的な法の姿は、われわれの議る法へと純化(分化)してh ない。な

• • • 1己宗教的、政治的、文学的、・・・…乏契機にまみれてなり、むしろ、原宗教とでもよぶほうがよいほ

どの海融態を乏している。と ζから近代法Kまでいたる、法の一連の展開系列を想定してみるとと

ができるが、その畏拐の論理を追う Kは、権力とテキストと Kぜひ注目すべきだろう。
. . . . ・・・・

社会から統治権力が、さらKまた司法権力が分化するK伴い、法的言説のはらむ非人称性は、愚

依からはなれ、冷静乏人々の営む権力機構のなかへと転移してい〈はずである。組織の集合的左作

転自ワ土
A定実

限文
ょう。

動連関には、もともと奪人称化的左契機がふ〈まれている。それV亡、原初的乏法による判定は、周

囲から予測がつきにくく、よ b複雑な社会を維持する権力装置としては不適当であるだろう。統治
John L.1960 How To Do Th i ngs Wi th Word s， Oxford Univ.Press 
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いわば権力が拡大するKつれて、法的言説は、分化した統治権力の利害を反挟しうるものとなる。

法l昔、権力の関数である。極端な場合Kは、法が支配のプロセスへと包摂されてしまい、ついには

統治権力それ自身が主主の源泉であると表象されるまでになる。
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